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「指定
してい

就労継続支援
しゅうろうけいぞくしえん

（Ｂ型
がた

）事業
じぎょう

 虹
にじ

の家
いえ

・友愛
ゆうあい

の家
いえ

」 

重要事項説明書
じゅうようじこうせつめいしょ

 
本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会

福祉法第７６条及び岐阜県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関す

る基準を定める条例第１７５条に基づき、当事業所の概要や提供されるサービスの内容、

契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

※当事業所では、利用者に対して就労継続支援（Ｂ型）サービスを提供します。 

当サービスの利用は、原則として訓練等給付費の支給決定を受けた方（義務教育期間を終

えた方）が対象となります。 
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各務原市
かかみがはらし

・社会福祉法人
しゃかいふくしほうじん

 各務原市
かかみがはらし

社会福祉事業団
しゃかいふくしじぎょうだん

（虹
にじ

の家
いえ

・友愛
ゆうあい

の家
いえ

） 

① 当事業所
とうじぎょうしょ

は指定障
していしょう

がい福祉
ふくし

サービス事業者
じぎょうしゃ

の指定
してい

を受
う

けています。 

（岐阜県
ぎ ふ け ん

指定
してい

第
だい

２１１０５００１９２号
ごう

） 

② 当事業所は岐阜県知事に対し障がい福祉サービス事業の届出を行っています。 
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１． サービスを提供
ていきょう

する事業者
じぎょうしゃ

 

設
置
者 

名
めい

   称
しょう

 各務原市
かかみがはらし

 

所
しょ

 在
ざい

 地
ち

 岐阜県
ぎ ふ け ん

各務原市
かかみがはらし

那加
な か

桜町
さくらまち

１丁目
ちょうめ

６９番地
ばんち

 

電
でん

 話
わ

 番
ばん

 号
ごう

 ０５８―３８３―１１１１（代表） 

代表者
だいひょうしゃ

氏名
しめい

 各務原
かかみがはら

市長
しちょう

 浅野
あさの

 健司
けんじ

 

事
業
受
託
者 

名
めい

   称
しょう

 社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

 各務原市
かかみがはらし

社会
しゃかい

福祉
ふくし

事業団
じぎょうだん

 

所
しょ

 在
ざい

 地
ち

 岐阜県
ぎ ふ け ん

各務原市
かかみがはらし

須衛
す え

稲田
いなだ

７番地
ばんち

 

電
でん

 話
わ

 番
ばん

 号
ごう

 ０５８―３７０―７５００（代表） 

代表者
だいひょうしゃ

氏名
しめい

 理事長
りじちょう

 紙谷
かみや

  清
きよし

 

設立年月日
せつりつねんがっぴ

 平成
へいせい

 ８年
ねん

１０月
がつ

 １日
ついたち

 

 

２． 利用
りよう

事業所
じぎょうしょ

 

事業所
じぎょうしょ

の種類
しゅるい

 指定
してい

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

（Ｂ型
びーがた

）事業所
じぎょうしょ

 平成
へいせい

２０年
ねん

 ４月
がつ

 １日
ついたち

指定
してい

 

事業所
じぎょうしょ

の名称
めいしょう

 

（事業所
じぎょうしょ

番号
ばんごう

） 

虹
にじ

の家
いえ

・友愛
ゆうあい

の家
いえ

 

（岐阜県
ぎ ふ け ん

指定
してい

第
だい

２１１０５００１９２号
ごう

） 

事業所
じぎょうしょ

の所在地
しょざいち

 虹
にじ

の家
いえ

  岐阜県
ぎ ふ け ん

各務原市
かかみがはらし

那加
な か

桜町
さくらまち

２丁目
ちょうめ

１６３番地
ばんち

 

     各務原市
かかみがはらし

総合
そうごう

福祉
ふくし

会館内
かいかんない

 

友愛
ゆうあい

の家
いえ

 岐阜県
ぎ ふ け ん

各務原市
かかみがはらし

川島
かわしま

松原町
まつばらまち

４０５番地
ばんち

５ 

     川島
かわしま

健康
けんこう

福祉
ふくし

センター内
ない

 

連
れん

 絡
らく

 先
さき

 虹
にじ

の家
いえ

 ：電話番号
でんわばんごう

・ＦＡＸ：０５８－３８３－７６１７ 

友愛
ゆうあい

の家
いえ

：電話番号
でんわばんごう

・ＦＡＸ：０５８６－８９－６６２２ 

管
かん

 理
り

 者
しゃ

 伊藤
いとう

 由美子
ゆ み こ

 

サービス管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

 虹
にじ

の家
いえ

：平光
ひらみつ

 康
やす

寛
ひろ

 友愛
ゆうあい

の家
いえ

：田中
たなか

 香
かおり

 

サービスの実施
じっし

地域
ちいき

 原則
げんそく

として、各務原市
かかみがはらし

全域
ぜんいき

、その他
そ の た

 

主
しゅ

たる対象者
たいしょうしゃ

 身体障
しんたいしょう

がい者
しゃ

（義務
ぎ む

教育
きょういく

期間
きかん

を終
お

えた者
もの

） 

知的
ちてき

障
しょう

がい者
しゃ

（義務
ぎ む

教育
きょういく

期間
きかん

を終
お

えた者
もの

） 

精神障
せいしんしょう

がい者
しゃ

（義務
ぎ む

教育
きょういく

期間
きかん

を終
お

えた者
もの

） 

定
てい

   員
いん

 ３５名
めい

 

（虹
にじ

の家
いえ

 ２０名
めい

・友愛
ゆうあい

の家
いえ

１５名
めい

） 

開設
かいせつ

年月日
ねんがっぴ

 平成
へいせい

１９年
ねん

 ４月
がつ

 １日
ついたち
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３． サービスの基本
きほん

理念
りねん

・目的
もくてき

・運営
うんえい

方針
ほうしん

 

基本
きほん

理念
りねん

 「笑顔
えがお

で 元気
げんき

に 自分
じぶん

らしく」 

基本
きほん

方針
ほうしん

 

一．私
わたし

たちは、利用者
りようしゃ

・家族
かぞく

とともに夢
ゆめ

に向
む

かって歩
あゆ

みます。 

一．私
わたし

たちは、チームで支
ささ

え、福祉
ふくし

のプロとして挑戦
ちょうせん

します。 

一．私
わたし

たちは、誰
だれ

もが安心
あんしん

して暮
く

らせるよう、地域
ちいき

のかけはしになります。 

目
もく

 的
てき

 
通所
つうしょ

による就労
しゅうろう

や生産
せいさん

活動
かつどう

の機会
きかい

を提供
ていきょう

するとともに、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ちしき

、能力
のうりょく

が高
たか

まった者
もの

は、一般
いっぱん

就労
しゅうろう

等
とう

への移行
いこう

に向
む

けて支援
しえん

します。 

運営
うんえい

方針
ほうしん

 
心身
しんしん

に障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

場所
ばしょ

を提供
ていきょう

し、能力
のうりょく

及
およ

び

特性
とくせい

に応
おう

じ、適切
てきせつ

に支援
しえん

を進
すす

め、自立
じりつ

ができる力
ちから

を養
やしな

います。 

 

４． サービスに係
かか

る施設
しせつ

・設備
せつび

等
とう

の概要
がいよう

 

〔虹
にじ

の家
いえ

〕 

（１）施
し

 設
せつ

 

建物
たてもの

構造
こうぞう

 鉄筋
てっきん

コンクリート造
ぞう

 ４階
かい

建
だて

 

（２）主
おも

な設備
せつび

 

居室
きょしつ

の種類
しゅるい

 部屋数
へ や か ず

 面積
めんせき

 備
び

  考
こう

 

作業室
さぎょうしつ

 １室
しつ

 117.67㎡  

多目的室
たもくてきしつ

 

兼
けん

生活室
せいかつしつ

 

兼
けん

相談室
そうだんしつ

 

１室
しつ

 101.18㎡ 

 

更衣室
こういしつ

 １室
しつ

  10.14㎡  

給湯室
きゅうとうしつ

 １室
しつ

   5.60㎡  

便
べん

 所
しょ

 １室
しつ

   6.13㎡ 男女
だんじょ

兼用
けんよう

１室
しつ

 

支援員室
しえんいんしつ

 １室
しつ

  19.60㎡  

〔友愛
ゆうあい

の家
いえ

〕 

（１）施
し

 設
せつ

 

建物
たてもの

構造
こうぞう

 鉄筋
てっきん

コンクリート造
ぞう

 ２階
かい

建
だて

 

（２）主
おも

な設備
せつび

 

居室
きょしつ

の種類
しゅるい

 部屋数
へ や か ず

 面積
めんせき

 備
び

  考
こう

 

作業室
さぎょうしつ

 ２室
しつ

 38.25㎡  

多目的室
たもくてきしつ

 

兼
けん

食堂
しょくどう

 
１室

しつ

 13.00㎡ 
 

相談室
そうだんしつ

 １室
しつ

 19.25㎡  

更衣室
こういしつ

（男性
だんせい

） １室
しつ

 10.00㎡  
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更衣室
こういしつ

（女性
じょせい

） １室
しつ

 11.00㎡  

便
べん

 所
しょ

 １室
しつ

 18.00㎡ 身体障
しんたいしょう

がい者用
しゃよう

便所
べんじょ

含
ふく

む 

支援員室
しえんいんしつ

 １室
しつ

 12.00㎡  

当事業所
とうじぎょうしょ

では、岐阜県
ぎ ふ け ん

の定
さだ

める指定
してい

基準
きじゅん

を遵守
じゅんしゅ

し、以上
いじょう

の施設
しせつ

・設備
せつび

を設置
せっち

しています。 

 

５． サービス提供
ていきょう

職員
しょくいん

の設置
せっち

状 況
じょうきょう

 

職
しょく

 種
しゅ

 員数
いんすう

 
常
じょう

 勤
きん

 非常勤
ひじょうきん

 
常勤換算
じょうきんかんさん

 指定基準
していきじゅん

 備
び

 考
こう

 
専従
せんじゅう

 兼務
けんむ

 専従
せんじゅう

 兼務
けんむ

 

管理者
かんりしゃ

 １名     １名 １名  

サービス 

管理責任者
かんりせきにんしゃ

 
２名 2名    ２名 １名  

生活支援員
せいかつしえんいん

 4名 ４名    4名 

4.6名 

虹
にじ

の家
いえ

 ２名 

友愛
ゆうあい

の家
いえ

２名 

職業指導員
しょくぎょうしどういん

 ２名 ２名    ２名 
虹
にじ

の家
いえ

 １名 

友愛
ゆうあい

の家
いえ

１名 

栄養士
えいようし

 １名   １名  ０．１名  福祉
ふくし

の里
さと

等
とう

他
た

施設
しせつ

兼務
けんむ

 

※調理員
ちょうりいん

は委託
いたく

 

当事業所
とうじぎょうしょ

では、岐阜県
ぎ ふ け ん

の定
さだ

める指定
してい

基準
きじゅん

を遵守
じゅんしゅ

し、指定
してい

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスを提供
ていきょう

す

る職員
しょくいん

として、上記
じょうき

の職種
しょくしゅ

の職員
しょくいん

を配置
はいち

しています。 

年度
ねんど

途中
とちゅう

に、岐阜県
ぎ ふ け ん

の定
さだ

める指定
してい

基準
きじゅん

の範囲内
はんいない

で人員
じんいん

配置
はいち

を変更
へんこう

する場合
ばあい

があります。 

（ア）各職種
かくしょくしゅ

の勤務
きんむ

体系
たいけい

 

職
しょく

 種
しゅ

 勤
きん

 務
む

 体
たい

 制
せい

 

管理者
かんりしゃ

 正規
せいき

の勤務
きんむ

時間帯
じかんたい

（８：３０～１７：１５） 

サービス管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

 正規
せいき

の勤務
きんむ

時間帯
じかんたい

（８：３０～１７：１５） 

生活
せいかつ

支援員
しえんいん

 正規
せいき

の勤務
きんむ

時間帯
じかんたい

（８：３０～１７：１５） 

職 業
しょくぎょう

指導員
しどういん

 正規
せいき

の勤務
きんむ

時間帯
じかんたい

（８：３０～１７：１５） 

（イ）営業
えいぎょう

日
び

と営業
えいぎょう

時間
じかん

 

 営業
えいぎょう

日
び

：月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 

（日曜日
にちようび

及
およ

び土曜日
ど よ う び

、国民
こくみん

の祝日
しゅくじつ

に関
かん

する法律
ほうりつ

（昭和
しょうわ

２３年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

１７８号
ごう

） 

に規定
きてい

する休日
きゅうじつ

、１２月
がつ

２９日
にち

から翌年
よくとし

の１月
がつ

３日
みっか

までの日
ひ

の間
あいだ

は休 業
きゅうぎょう

） 

 営業
えいぎょう

時間
じかん

：午前
ごぜん

８：３０～午後
ご ご

５：１５まで 

  （サービス提供
ていきょう

時間
じかん

 午前
ごぜん

9時
じ

００分
ふん

～午後
ご ご

3時
じ

３０分
ぷん

まで） 
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６． サービス提供
ていきょう

の内容
ないよう

 

（１） 訓練
くんれん

等
とう

給付費
きゅうふひ

対象
たいしょう

サービス内容
ないよう

 

サービスの種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 

生活支援
せいかつしえん

  日常生活
にちじょうせいかつ

において、身辺自立
しんぺんじりつ

等
など

の基本的
きほんてき

生活習慣
せいかつしゅうかん

の確立
かくりつ

を図
はか

り、

余暇
よ か

の充実
じゅうじつ

やコミュニケーション能力
のうりょく

の向上
こうじょう

、仲間
なかま

づくり等
など

の支援
しえん

をします。 

 地域生活
ちいきせいかつ

において、健全
けんぜん

・安全
あんぜん

及
およ

び豊
ゆた

かな生活習慣
せいかつしゅうかん

の確立
かくりつ

を図
はか

り、

その適応性
てきおうせい

が高
たか

まるよう支援
しえん

します。 

（１）文化的
ぶんかてき

行事
ぎょうじ

、スポーツ、レクリエーション及
およ

び創作活動
そうさくかつどう

、

音楽療法
おんがくりょうほう

（＝友愛
ゆうあい

の家
いえ

）等
など

の支援
しえん

をします。 

（２）保護者
ほ ご し ゃ

と綿密
めんみつ

な情報交換
じょうほうこうかん

及
およ

び地域支援
ちいきしえん

のネットワークを活用
かつよう

し

て、利用者
りようしゃ

個々
こ こ

への支援
しえん

をします。 

懇談
こんだん

・相談
そうだん

 〔懇談
こんだん

〕 

 個別支援計画
こべつしえんけいかく

に基
もと

づく個人懇談
こじんこんだん

を 行
おこな

い、生活
せいかつ

及
およ

び就労支援
しゅうろうしえん

等
など

を

適切
てきせつ

にします。また、心身
しんしん

の悩
なや

みや相談
そうだん

等
など

について話
はな

し合
あ

う「お話
はな

し

会
かい

」を実施
じっし

します。 

（１）個人懇談
こじんこんだん

（３者
しゃ

：１回
かい

／年
ねん

・２者
しゃ

：２回
かい

／年
ねん

） 

（２）お話
はな

し会
かい

（２者
しゃ

：数回
すうかい

／年
ねん

） 

〔相談支援
そうだんしえん

〕 

利用者
りようしゃ

が、地域
ちいき

でより良
よ

い生活
せいかつ

をするために、必要
ひつよう

に応
おう

じて地
ちい

域
き

の

関係機関
かんけいきかん

等
など

と連携
れんけい

し支援
しえん

します。 

（１）心身
しんしん

の悩
なや

みや相談
そうだん

等
など

について話
はな

し合
あ

い、早期解決
そうきかいけつ

に努
つと

めます。 

（２）就労希望者
しゅうろうきぼうしゃ

、利用希望者に
り よ う き ぼ う し ゃ

は、福祉事務所
ふ く し じ む し ょ

・ハローワーク等
など

と連携
れんけい

し支援
しえん

します。 

相
そう

談
だん

及
およ

び援
えん

助
じょ

 利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

が希望
きぼう

する生活
せいかつ

や利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の状 況
じょうきょう

等
など

を把握
はあく

し、適切
てきせつ

な相談
そうだん

や助言
じょげん

、援助
えんじょ

等
など

を行
おこな

います。 

訓
くん

 練
れん

 一般就労
いっぱんしゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ちしき

、能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のための必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を行
おこな

いま

す。またその他
た

の便宜
べんぎ

を適切
てきせつ

かつ効果的
こうかてき

に行
おこな

います。 

生産活動
せいさんかつどう

 生産活動
せいさんかつどう

の機会
きかい

を提供
ていきょう

します。 

企業
きぎょう

からの受託作業
じゅたくさぎょう

、自主製品
じしゅせいひん

（木工製品
もっこうせいひん

・縫製製品
ほうせいせいひん

等
など

）づくりを通
とお

して、基本的
きほんてき

な労働習慣
ろうどうしゅうかん

や職場適応能力
しょくばてきおうのうりょく

を習得
しゅうとく

できるようにする

とともに、働
はたら

く喜
よろこ

びを得
え

られるよう支援
しえん

します。 

また、商品販売学習
しょうひんはんばいがくしゅう

を通
とお

して、接客
せっきゃく

や金銭
きんせん

の受
う

け渡
わた

し等
など

の技術
ぎじゅつ

を学
まな

べるよう支援
しえん

します。 
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（１）利用者
りようしゃ

の個々
こ こ

の能力
のうりょく

や特性
とくせい

を見
み

つけ、伸
の

ばす支
し

援
えん

をします。 

（２）職場
しょくば

で必要
ひつよう

なコミュニケーション能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を支援
しえん

します。 

〔虹
にじ

の家
いえ

〕 

①自主製品
じしゅせいひん

（木工
もっこう

製品
せいひん

、合皮
ごうひ

製品
せいひん

、雑貨
ざっか

）の製造
せいぞう

 

②受託
じゅたく

作業
さぎょう

（ＤＩＹ用
よう

部
ぶ

品
ひん

の仕
し

分
わ

け・梱包
こんぽう

、粗品用
そしなよう

タオル・刺
さ

し子
こ

布巾
ふきん

折
お

り・袋
ふくろ

詰
つ

め、子
こど

ども遊技場用
ゆうぎじょうよう

ボールの洗浄
せんじょう

、他
ほか

） 

③各種
かくしゅ

イベントでの販売活動
はんばいかつどう

（自主製品販売
じしゅせいひんはんばい

他
ほか

） 

〔友愛
ゆうあい

の家
いえ

〕 

①自主
じしゅ

製品
せいひん

（手工芸品
しゅこうげいひん

、縫製
ほうせい

製品
せいひん

、雑貨
ざっか

）の製造
せいぞう

 

②受託
じゅたく

作業
さぎょう

（刺
さ

し子
こ

布
ふ

巾
きん

折
お

り・袋
ふくろ

詰
つ

め、箱折
はこお

り作業
さぎょう

等
など

、他
ほか

） 

③各種
かくしゅ

イベントでの販売
はんばい

活動
かつどう

（自主
じしゅ

製品
せいひん

販売
はんばい

他
ほか

） 

〔工賃
こうちん

の支払
しはらい

〕 

上記
じょうき

生産
せいさん

活動
かつどう

における事業
じぎょう

収 入
しゅうにゅう

から必要
ひつよう

経費
けいひ

を差
さ

し引
ひ

いた額
がく

に

相当
そうとう

する金額
きんがく

を工賃
こうちん

として、生産
せいさん

活動
かつどう

に従事
じゅうじ

している利用者
りようしゃ

に支
し

払
はら

い

ます。 

実習
じっしゅう

及
およ

び 

求職活動
きゅうしょくかつどう

等
など

の

支援
しえん

 

一般就労
いっぱんしゅうろう

を目指
め ざ

す利用者
りようしゃ

には、本人
ほんにん

の能力
のうりょく

や可能性
かのうせい

等
など

を考慮
こうりょ

し、

就労
しゅうろう

の支援
しえん

をします。 

（１）地域
ちいき

の関係機関
かんけいきかん

（福祉事務所
ふ く し じ む し ょ

、障
しょう

がい者
しゃ

職 業
しょくぎょう

センター、ハロ

ーワーク、障
しょう

がい者
しゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活支援
せいかつしえん

センター等
など

）と連携
れんけい

を取
と

り

ながら職場実習
しょくばじっしゅう

の実施
じっし

や、求職活動
きゅうしょくかつどう

の支援
しえん

の実施
じっし

、職場定着
しょくばていちゃく

の為
ため

の支援
しえん

を行
おこな

います。 

（２）福祉
ふくし

ショップにおいて店員
てんいん

として参加
さんか

し、接客
せっきゃく

等
など

の技術習得
ぎじゅつしゅうとく

に

向
む

けた支
し

援
えん

を行
おこな

います。 

栄養管理
えいようかんり

 希望
きぼう

する利用者
りようしゃ

に対
たい

し、食事
しょくじ

指導
しどう

を行
おこな

います。 

支援員
しえんいん

と栄養士
えいようし

との連携
れんけい

のもとに、偏食
へんしょく

等
など

による栄養
えいよう

バランスの偏
かたよ

り等
など

をなくす支援
しえん

をします。また、自己管理意識
じ こ か ん り い し き

を育
そだ

てます。 

事業所外支援
じぎょうしょがいしえん

 常時
じょうじ

サービスを利用
りよう

している利用者
りようしゃ

が、心身
しんしん

の状 況
じょうきょう

の変化
へんか

により、５
いつ

日
か

以上
いじょう

連続
れんぞく

して利用
りよう

がなかった場合
ばあい

は居宅
きょたく

を訪問
ほうもん

して利用状況
りようじょうきょう

を

確認
かくにん

し、月
つき

２回
かい

を限度
げんど

として同意
どうい

の上
うえ

で支援
しえん

を行
おこな

います。 

健康
けんこう

管理
かんり

 健康状態
けんこうじょうたい

を常
つね

に把
は

握
あく

し、保健師
ほ け ん し

、医療機関
いりょうきかん

等
など

の連携
れんけい

を図
はか

り、疾病
しっぺい

等
など

の

予防
よぼう

と早期発見
そうきはっけん

に努
つと

めます。内科検診
ないかけんしん

や希望者
きぼうしゃ

に対
たい

し精神科検診
せいしんかけんしん

を実施
じっし

するとともに、ボランティアによる歯科指導
し か し ど う

を行
おこな

います。また、

体重
たいじゅう

・体脂肪
たいしぼう

・血圧測定
けつあつそくてい

を定期的
ていきてき

に行
おこな

い、記録
きろく

・管理
かんり

し、健康保持
けんこうほじ

の

ための適切
てきせつ

な支援
しえん

を行
おこな

います。 
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〔健康診断
けんこうしんだん

〕 

・内科検診
ないかけんしん

（年
ねん

１回
かい

・福祉
ふくし

の里
さと

で実施
じっし

） 

・精神科検診
せいしんかけんしん

（希
き

望
ぼう

者
しゃ

のみ年
ねん

１回
かい

・福祉
ふくし

の里
さと

で実施
じっし

） 

〔歯科指導
し か し ど う

〕 

・歯
は

のブラッシング指導
しどう

（歯科
し か

ボランティア） 

 （虹
にじ

の家
いえ

：隔
かく

月
げつ

、友
ゆう

愛
あい

の家
いえ

：月
つき

１回
かい

） 

衛生
えいせい

管理
かんり

 ・利用者
りようしゃ

の使用
しよう

する食器
しょっき

その他
た

の設備
せつび

又
また

は飲用水
いんようすい

について、衛生的
えいせいてき

な管理
かんり

と

対応
たいおう

に努
つと

めます。また、調理
ちょうり

に必要
ひつよう

な機械器具
き か い き ぐ

等
など

の管理
かんり

も適正
てきせい

に行
おこな

います。 

・感染症
かんせんしょう

が発
はっ

生
せい

し、拡
ひろ

がらないよう必要
ひつよう

な対応
たいおう

をするよう努
つと

めます。 

安全
あんぜん

管理
かんり

 当事業所
とうじぎょうしょ

では、送
そう

迎
げい

時
じ

及
およ

び施設活動支援
しせつかつどうしえん

時
じ

の非常災害
ひじょうさいがい

に関
かん

する具体的計画
ぐたいてきけいかく

を別
べつ

に作成
さくせい

し、利用者
りようしゃ

の家族
かぞく

との協 力
きょうりょく

によって、利用者
りようしゃ

の安全
あんぜん

に留意
りゅうい

することに

努
つと

めます。 

 

 

（２） 訓練等給付費
くんれんとうきゅうふひ

対象外
たいしょうがい

サービス内容
ないよう

 

サービスの種類
しゅるい

 サービスの内容
ないよう

 金
きん

 額
がく

 

食事
しょくじ

サービス 

（「友愛
ゆうあい

の家
いえ

」は 

行事
ぎょうじ

の時
とき

のみ） 

希望者
きぼうしゃ

に対
たい

し、昼 食
ちゅうしょく

の提供
ていきょう

をします。支援員
しえんいん

と

栄養士
えいようし

との連携
れんけい

のもとに、栄養
えいよう

のバランスのとれた

献立
こんだて

、利用者
りようしゃ

の状態
じょうたい

に合
あ

わせた調理
ちょうり

と自助具
じ じ ょ ぐ

の

活用
かつよう

、適温
てきおん

での配食
はいしょく

を実施
じっし

します。 

〔食事時間
しょくじじかん

 午
ご

後
ご

０時
じ

～午
ご

後
ご

０時
じ

４５分
ふん

まで〕 

３10円 

※低所得者
ていしょとくしゃ

の軽減
けいげん

 

措置適用
そちてきよう

の場合
ばあい

 

※食事提供体制加算
しょくじていきょうたいせいかさん

対象者
たいしょうしゃ

 

２８０円 

創作活動
そうさくかつどう

等
など

 創作活動
そうさくかつどう

、音楽療法
おんがくりょうほう

、施設外行事
しせつがいぎょうじ

、各種
かくしゅ

レクリエ

ーション等
など

を行
おこな

う上
うえ

でかかる費用
ひよう

で、負担
ふたん

して頂
いただ

くことが適当
てきとう

であるものに係
かかわ

る費用
ひよう

を頂
いただ

きます。 

実費
じっぴ

 

就労
しゅうろう

に向
む

けての

支援
しえん

に必要
ひつよう

な 

諸経費
しょけいひ

 

就労
しゅうろう

や実習
じっしゅう

に向
む

けての支援
しえん

のうち負担
ふたん

して頂
いただ

く

ことが適当
てきとう

であるものに係
かかわ

る費用
ひよう

を頂
いただ

きます。 

実費
じっぴ

 

日常生活上必要
にちじょうせいかつじょうひつよう

となる諸経費
しょけいひ

 

利
り

用
よう

者
しゃ

の日常生活品
にちじょうせいかつひん

の購入代金
こうにゅうだいきん

等
など

や日常生活
にちじょうせいかつ

に要
よう

する費用
ひよう

で、負担
ふたん

して頂
いただ

くことが適当
てきとう

である

ものに関
かか

わる費用
ひよう

をいただきます。 

①日用品費
にちようひんひ

  ②保健衛生費
ほけんえいせいひ

 ③教養娯楽費
きょうようごらくひ

 等
など

 

実費
じっぴ
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社会生活上
しゃかいせいかつじょう

の 

便宜
べんぎ

の供与
きょうよ

等
など

 

日常生活
にちじょうせいかつ

に必要
ひつよう

な行政機関
ぎょうせいきかん

等
など

への手続
てつづ

きについ

て、利用者
りようしゃ

または保護者
ほ ご し ゃ

が行
おこな

うことが困難
こんなん

な場合
ばあい

、

利用者
りようしゃ

の同意
どうい

を得
え

て代行
だいこう

します。 

実費
じっぴ

 

その他
た

 サービス提供記録
ていきょうきろく

等
など

の複写代
ふくしゃだい

 

証明書
しょうめいしょ

諸書類
しょしょるい

の発行代
はっこうだい

 

実費
じっぴ

 

 

〔サービスの概要
がいよう

〕 

全
すべ

てのサービスは、「個別支援計画
こべつしえんけいかく

」に基
もと

づいて行
おこな

われます。本事業所
ほんじぎょうしょ

の職員
しょくいん

が作成
さくせい

し、

利用者
りようしゃ

の同意
どうい

をいただきます。なお「個別支援計画
こべつしえんけいかく

」の写
うつ

しは利用者
りようしゃ

に交付
こうふ

いたします。 

※新型
しんがた

コロナウイルス感染
かんせん

拡大
かくだい

防止
ぼうし

対策
たいさく

として、サービスを変更
へんこう

する場合
ばあい

があります。 

７． 利用料金
りようりょうきん

 

（１）訓練等給付費
くんれんとうきゅうふひ

対象
たいしょう

サービス内容
ないよう

の料金
りょうきん

 

 訓練等給付費
くんれんとうきゅうふひ

によるサービスを提供
ていきょう

した際
さい

は、サービス利用料金
りようりょうきん

（厚生労働大臣
こうせいろうどうだいじん

の定
さだ

める額
がく

）のうち９割
わり

が訓練等給付費
くんれんとうきゅうふひ

の給付対象
きゅうふたいしょう

となります。事業者
じぎょうしゃ

が訓練等給付費
くんれんとうきゅうふひ

等
など

の

給付
きゅうふ

を市町
しまち

から直接
ちょくせつ

受
う

け取
と

る（代理受領
だいりじゅりょう

する）場合
ばあい

、利用者負担分
りようしゃふたんぶん

として、サービス

利用料金
りようりょうきん

全体
ぜんたい

の１割
わり

の額
がく

を事業者
じぎょうしゃ

にお支払
しはら

いただきます。（定率負担
ていりつふたん

または利用者負担額
りようしゃふたんがく

といいます） 

なお、定率
ていりつ

負担
ふたん

または利用者負担額
りようしゃふたんがく

の軽減
けいげん

等
など

が適用
てきよう

される場合
ばあい

は、この限
かぎ

りではありま

せん。障
しょう

がい福祉
ふくし

サービス受給者証
じゅきゅうしゃしょう

をご確認
かくにん

ください。 

 

（２）訓練等給付費
くんれんとうきゅうふひ

対象外
たいしょうがい

サービス内容
ないよう

の料金
りょうきん

 

上記
じょうき

「６．サービス提供
ていきょう

の内容
ないよう

（２）訓練等給付費
くんれんとうきゅうふひ

対象外
たいしょうがい

サービス内容
ないよう

」の項目
こうもく

を

ご参照
さんしょう

ください。 

 

（３）利用
りよう

料金
りょうきん

の変更
へんこう

 

サービスに係
かか

る国
くに

の定
さだ

める費用
ひよう

に変更
へんこう

があった場合
ばあい

、また、経済状況
けいざいじょうきょう

の 著
いちじる

しい変化
へんか

その他
ほか

やむを得
え

ない事由
じゆう

がある場合
ばあい

、当事業所
とうじぎょうしょ

が提供
ていきょう

するサービスの利用料金
りようりょうきん

を変更
へんこう

す

ることがあります。 

 

（４）サービス利用
りよう

の取
と

り消
け

し料
りょう

金
きん

 

 利用者
りようしゃ

がサービス利
り

用
よう

の取
と

り消
け

し（キャンセル）する場合
ばあい

は、利用予定日
り よ う よ て い び

当日
とうじつ

の午前
ごぜん

９

時
じ

１５分
ふん

までに当事業所
とうじぎょうしょ

までお申
もう

し出
で

ください。 

 なお、サービス利用日
り よ う び

当日
とうじつ

の午前
ごぜん

９時
じ

００分
ふん

までに申出
もうしで

のない場合
ばあい

は、キャンセル料
りょう

と

して給食費
きゅうしょくひ

の実費相当額
じっぴそうとうがく

を頂
いただ

きます。（「虹
にじ

の家
いえ

」給 食
きゅうしょく

希望者
きぼうしゃ

のみ・平成
へいせい

21年
ねん

5月
がつ

か

ら） 
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キャンセル料
りょう

（給食費
きゅうしょくひ

の実費相当額
じっぴそうとうがく

）１日
にち

あたり 310円 

（５）利用料金
りようりょうきん

のお支払方法
しはらいほうほう

 

前記
ぜんき

（１）（２）（４）の料金
りょうきん

は１ヶ月
かげつ

ごとに計算
けいさん

し、ご請求
せいきゅう

しますので、当月
とうげつ

の利用
りよう

料金
りょうきん

の合計金額
ごうけいきんがく

を、指定
してい

の納付書
のうふしょ

で最寄
も よ

りの金融機関
きんゆうきかん

の窓口
まどぐち

にてお支払
しはら

いください。 

 

８． 利用者
りようしゃ

の記録
きろく

及
およ

び情報
じょうほう

の管理
かんり

等
とう

 

（１）事業者
じぎょうしゃ

は、法令
ほうれい

に基
もと

づいて利用者
りようしゃ

の記録
きろく

及
およ

び情報
じょうほう

を適切
てきせつ

に管理
かんり

し、利用者
りようしゃ

の求
もと

め

に応
おう

じてその内容
ないよう

を開示
かいじ

します。また、記録
きろく

及
およ

び情報
じょうほう

については当該記録
とうがいきろく

を整備
せいび

した日
ひ

か

ら５年間
ねんかん

保管
ほかん

します。 

※閲覧
えつらん

、複写
ふくしゃ

ができる窓口
まどぐち

業務
ぎょうむ

時間
じ か ん

は、午前
ご ぜ ん

８：３０～午後
ご ご

５：１５です。 

（２）利用者
ようしゃ

の個人
こじん

情報
じょうほう

については、個人
こじん

情報
じょうほう

保護法
ほ ご ほ う

にそった対応
たいおう

を行
おこな

います。但
ただ

し、

サービス提供
ていきょう

を行
おこな

う上
うえ

での他
た

事業所
じぎょうしょ

及
およ

び医療
いりょう

機関
きかん

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

や市町
しまち

及
およ

び関係
かんけい

機関
きかん

に情報
じょうほう

提供
ていきょう

を要請
ようせい

された場合
ばあい

は利用者
りようしゃ

の同意
どうい

（「個人
こじん

情報
じょうほう

使用
しよう

同意書
どういしょ

」による）

に基
もと

づき情報
じょうほう

提供
ていきょう

を致
いた

します。 

 

９． 緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

 

利用者
りようしゃ

に病 状
びょうじょう

の急変
きゅうへん

が生
しょう

じた場合
ばあい

、その他
ほか

必要
ひつよう

な場合
ばあい

には、速
すみ

やかに協 力
きょうりょく

医療
いりょう

機関
きかん

又
また

は利用者
りようしゃ

の指定
してい

する医療
いりょう

機関
きかん

での診察
しんさつ

を依頼
いらい

します。 

また、利用中
りようちゅう

に利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の状態
じょうたい

が変化
へんか

した場合
ばあい

、利用者
りようしゃ

及
およ

びその家族
かぞく

が指定
してい

する

者
もの

（別紙
べっし

緊急
きんきゅう

連絡先
れんらくさき

の通
とお

り）に速
すみ

やかに連絡
れんらく

します。 

【協 力
きょうりょく

医療
いりょう

機関
きかん

】 

医療
いりょう

機関
きかん

の 名称
めいしょう

 公立
こうりつ

学校
がっこう

共済
きょうさい

組合
くみあい

 東海
とうかい

中央
ちゅうおう

病院
びょういん

 

院
いん

 長
ちょう

 名
めい

 松井
まつい

 春
はる

雄
お

 

所
しょ

  在
ざい

  地
ち

 各務原市
かかみがはらし

蘇原
そはら

東島
ひがしじま

町
ちょう

４丁目
ちょうめ

６番地
ばんち

２ 

電
でん

 話
わ

 番
ばん

 号
ごう

 ０５８－３８２－３１０１ 

診
しん

  療
りょう

  科
か

 内科
ないか

 他
ほか

 入
にゅう

 院
いん

 設
せつ

 備
び

 あり 

上記
じょうき

の他
ほか

、各専門医
かくせんもんい

に協 力
きょうりょく

依頼
いらい

しております。 

 

１０． 非常
ひじょう

災害
さいがい

時
じ

の対策
たいさく

 

非常時
ひじょうじ

の対応
たいおう

 別途
べっと

に定
さだ

める、消防
しょうぼう

計画書
けいかくしょ

により対応
たいおう

いたします。 

平時
へいじ

の訓練
くんれん

 
・別途

べっと

に定
さだ

める、消防
しょうぼう

計画
けいかく

に則
のっと

り、年
ねん

２回
かい

以上
いじょう

、避難
ひなん

・防災
ぼうさい

訓練
くんれん

を、利用者
りようしゃ

の方
かた

も参加
さんか

して実施
じっし

します。 

防災
ぼうさい

設備
せつび

 
・自動火災報知機

じ ど う か さ い ほ う ち き

  有
あり

  ・誘
ゆう

 導
どう

 灯
ひ

    有
あり

  

・ガス
が す

漏れ
も れ

報知機
ほ う ち き

  有
あり

  ・非常
ひじょう

通報
つうほう

装置
そうち

   有
あり
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・非常用
ひじょうよう

電源
でんげん

    有
あり

  ・スプリンクラー  有
あり

 

・カーテン等
とう

は防炎
ぼうえん

性能
せいのう

のある物
もの

を使用
しよう

しています。 

保険
ほけん

加入
かにゅう

 

事故
じ こ

・災害
さいがい

に備
そな

えて、損害
そんがい

賠償
ばいしょう

保険
ほけん

に加入
かにゅう

しています。 

加入
かにゅう

保険会
ほけんがい

社名
しゃめい

：公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

日本
にほん

知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

協会
きょうかい

 

        （引受
ひきうけ

会社
がいしゃ

：あいおいニッセイ同和
どうわ

損害
そんがい

保険
ほけん

） 

加入
かにゅう

保険名
ほけんめい

：障害者
しょうがいしゃ

施設
しせつ

総合
そうごう

補償
ほしょう

 

保障
ほしょう

内容
ないよう

：施設
しせつ

の賠償
ばいしょう

責任
せきにん

にかかる補償
ほしょう

（敷地外
しきちがい

の賠償
ばいしょう

責任
せきにん

にかかる補償
ほしょう

・個人
こじん

情報
じょうほう

漏えい
ろ う え い

賠償
ばいしょう

責任
せきにん

補償
ほしょう

・

自動車
じどうしゃ

搭乗
とうじょう

中 傷 害
ちゅうしょうがい

補償
ほしょう

） 

 

１１． 要望
ようぼう

・苦情
くじょう

等
とう

申立先
もうしたてさき

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関
かん

する相談
そうだん

窓口
まどぐち

（契約書
けいやくしょ

第
だい

１７条
じょう

参照
さんしょう

） 

（１）要望
ようぼう

・苦情
くじょう

等
とう

申立先
もうしたてさき

 

 

当事業所
とうじぎょうしょ

 

ご利用
りよう

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

・責任者
せきにんしゃ

・窓口
まどぐち

担当者
たんとうしゃ

 

 社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

 各務原市
かかみがはらし

社会
しゃかい

福祉
ふくし

事業団
じぎょうだん

 

 虹
にじ

の家
いえ

・友愛
ゆうあい

の家
いえ

 管理者
かんりしゃ

  伊藤
いとう

 由美子
ゆ み こ

 

・受付
うけつけ

時間
じかん

 

 毎週
まいしゅう

月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 午前
ごぜん

８：３０～午後
ご ご

５：１５ 

 ただし、国民
こくみん

の祝日
しゅくじつ

に関
かん

する法律
ほうりつ

に規定
きてい

する休日
きゅうじつ

、１２月
がつ

２９日
にち

から翌年
よくとし

の１月
がつ

３日
みっか

までの日
ひ

の間
あいだ

は除
のぞ

きます。 

・住
じゅう

  所
しょ

   各務原市
かかみがはらし

那加
な か

桜町
さくらまち

２丁
ちょう

目
め

１６３番地
ば ん ち

 各務原市
かかみがはらし

総合
そうごう

福祉
ふくし

会館内
かいかんない

 

・電話番号
でんわばんごう

   ０５８－３８３－７６１７ 

・Ｆ Ａ Ｘ   ０５８－３８３－７６１７ 

※担当者
たんとうしゃ

が不在
ふざい

の場合
ばあい

は、事業団
じぎょうだん

事務局
じむきょく

または、事業所
じぎょうしょ

までお申し出ください。 

社会
しゃかい

福祉
ふくし

法人
ほうじん

 

各務原市
かかみがはらし

社会
しゃかい

福祉
ふくし

事業団
じぎょうだん

 

第三者
だいさんしゃ

委員
いいん

 

寺嶋
てらじま

 健司
けんじ

 
【住所】 

電話番号
でんわばんごう

 ＊＊＊＊＊ 

御宿
みしゅく

 則子
のりこ

 
【住所】 

電話番号
でんわばんごう

 ＊＊＊＊＊ 

各務原市
かかみがはらし

役所
やくしょ

 

健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

・所 在 地
し ょ ざ い ち

：各務原市
かかみがはらし

那加
な か

桜町
さくらまち

１丁目
ちょうめ

６９番地
ばんち

 

・電話番号
でんわばんごう

：０５８－３８３－１１１１（市
し

役所
やくしょ

代表
だいひょう

） 

      ０５８－３８３－１１２６（社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

直通
ちょくつう

） 

・Ｆ Ａ Ｘ：０５８－３８９－３３５３ 

・受付
うけつけ

時間
じかん

 

 毎週
まいしゅう

月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 午前
ごぜん

８：３０～午後
ご ご

５：１５ 

 ただし、国民
こくみん

の祝日
しゅくじつ

に関
かん

する法律
ほうりつ

に規定
きてい

する休日
きゅうじつ

、１２月
がつ

２９日
にち

から翌年
よくとし

の１月
がつ

３日
みっか

までの日
ひ

の間
あいだ

は除
のぞ

きます。 
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岐阜県
ぎ ふ け ん

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

 

運営
うんえい

適正化
てきせいか

委員会
いいんかい

 

・所 在 地
し ょ ざ い ち

：岐阜市
ぎ ふ し

下
しも

奈良
な ら

２－２－１ 県
けん

福祉
ふくし

農業
のうぎょう

会館内
かいかんない

 

・電話番号
でんわばんごう

：０５８－２７８－５１３６ 

・Ｆ Ａ Ｘ：０５８－２７８－５１３７ 

（２） 虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関
かん

する相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

当事業所
とうじぎょうしょ

 

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

に関
かん

する 

相談
そうだん

窓口
まどぐち

 

・責任者
せきにんしゃ

 

 事業
じぎょう

課長
かちょう

 安田
やすだ

 香実
かぐみ

 

・窓口
まどぐち

担当者
たんとうしゃ

 

虹
にじ

の家
いえ

・友愛
ゆうあい

の家
いえ

 管理者
かんりしゃ

 伊藤
いとう

 由美子
ゆ み こ

 

・受付
うけつけ

時間
じかん

 

 毎週
まいしゅう

月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 午前
ごぜん

８：３０～午後
ご ご

５：１５ 

 ただし、国民
こくみん

の祝日
しゅくじつ

に関
かん

する法律
ほうりつ

に規定
き て い

する休日
きゅうじつ

、１２月
がつ

２９日
にち

から翌年
よくとし

の１月
がつ

３日
み っ か

までの日
ひ

の間
あいだ

は除
のぞ

き

ます。 

・電話番号
でんわばんごう

   ０５８－３８３－７６１７ 

・Ｆ Ａ Ｘ   ０５８－３８３－７６１７ 

各務原市
かかみがはらし

 

障
しょう

がい者
しゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

 

センター 

・所
しょ

 在
ざい

 地
ち

：各務原市
かかみがはらし

那加
な か

桜町
さくらまち

１丁目
ちょうめ

６９番地
ばんち

 

     各務原市
かかみがはらし

役所
やくしょ

健康
けんこう

福祉課
ふ く し か

 社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

 

・電話番号
でんわばんごう

：０５８－３８３－１１１１（市
し

役所
やくしょ

代表
だいひょう

） 

      ０５８－３８３－１２５２（社会
しゃかい

福祉課
ふ く し か

直通
ちょくつう

） 

・Ｆ Ａ Ｘ：０５８－３８９－３３５３ 

・受付
うけつけ

時間
じかん

 

   毎週
まいしゅう

月曜日
げつようび

～金曜日
きんようび

 午前
ごぜん

８：３０～午後
ご ご

５：１５ 

ただし、国民
こくみん

の祝日
しゅくじつ

に関
かん

する法律
ほうりつ

に規定
きてい

する休日
きゅうじつ

、１２月
がつ

２９日
にち

から翌年
よくとし

の１月
がつ

３日
にち

までの日
にち

の間
あいだ

は除
のぞ

きます。 

 

１２． 当事業所
とうじぎょうしょ

ご利用
りよう

の際
さい

に留意
りゅうい

いただく事項
じこう

 

設備
せつび

・器具
き ぐ

の利用
りよう

 

事業
じぎょう

所内
しょない

の設備
せつび

、器具
き ぐ

は本来
ほんらい

の用法
ようほう

にしたがってご利用
りよう

くださ

い。これに反
はん

したご利用
りよう

により破損
はそん

が生
しょう

じた場合
ばあい

、賠償
ばいしょう

してい

ただくことがあります。 

喫
きっ

  煙
えん

 全館
ぜんかん

禁煙
きんえん

です。指定
してい

の場所
ばしょ

での喫煙
きつえん

をお願
ねが

いします。 

貴重品
きちょうひん

の管理
かんり

 

貴重品
きちょうひん

は、利用者
りようしゃ

の責任
せきにん

において管理
かんり

していただきます。事業所
じぎょうしょ

において利用上
りようじょう

不要
ふよう

な貴重品
きちょうひん

は、持
も

ち込
こ

まないようお願
ねが

いしま

す。やむを得
え

ず、自己
じ こ

管理
かんり

のできない利用者
りようしゃ

が貴重品
きちょうひん

を施設
しせつ

に持
も

ち込
こ

む場合
ばあい

は、利用者
りようしゃ

本人
ほんにん

の承諾
しょうだく

のもとで支援員
しえんいん

がお預
あず

かりし、

施錠
せじょう

できる場所
ばしょ

に保管
ほかん

します。 

宗 教
しゅうきょう

活動
かつどう

・政治
せいじ

活動
かつどう

、 

営利
えいり

活動
かつどう

 

利用者
ようしゃ

の思想
しそう

、信仰
しんこう

は自由
じゆう

ですが、他
ほか

の利用者
りようしゃ

に対
たい

する宗 教
しゅうきょう

活動
かつどう

、政治
せいじ

活動
かつどう

及
およ

び営利
えいり

活動
かつどう

はご遠慮
えんりょ

ください。 
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指定障がい福祉サービス事業（就労継続支援（Ｂ型））の提供及び利用の開始に際し、

本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

  

 令和   年   月   日 

  

事業所名：虹の家・友愛の家 

 説明者職名：           氏 名                印 

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から指定障がい福祉サービス事業（就労継続支援（Ｂ型））

の提供及び利用について重要事項の説明を受け、同意しました。 

 

  

利用者住所                            

 

 

氏   名                印 

 

 

 

 

家族の住所                            

 

 

  氏   名                印 

 

 

続   柄             


